
 

 

 

 

観光コンテンツの質的・量的な充実を図るため、観光コンテンツの高度化や旅行商品

のメニュー創出に取り組む団体やグループ等に対し補助金を交付します。 

 

１．対象となる事業 
   平成 2９年度内に実施する次のいずれかに該当する事業とします。 

 

 

 

 

２．対象となる事業者 
 青森県内の任意の地域活動団体、観光関係団体、商工関係団体、ＮＰＯ法人及びこれらに類する組

織団体とします。 

※個人や単独の企業、市町村を除きます。 

 
３．補助の対象となる経費と補助金額等 
 

 

 

 

 

 

 

４．申請方法等 
   平成 2９年度青森県観光コンテンツパワーアップ推進事業費補助金交付申請書に、事業計画書と収支

予算書を添えて提出（郵送または持参）してください。必要に応じて、関係書類を求めることがあります。 

     また、事業終了後は、実績報告書を提出していただきます。 

 
 
 
５．申請の締切 
   平成２９年５月３１日（水）17：00 ※応募状況により第二次募集を実施します。 

 
６．担当窓口 

 青森県 観光国際戦略局 観光企画課 まるごとあおもり情報発信グループ 

住所：〒030-8570青森市長島 1-1-1 

TEL：017-734-9389（直通） 

FAX：017-734-8121  

E-mail：kanko@pref.aomori.lg.jp 

平成2９年度青森県観光コンテンツパワーアップ推進事業費補助金 

 

【様式のダウンロード】 県庁ホームページ ⇒ 公募・募集 

http://www.pref.aomori.lg.jp/boshu/index.html 

●観光コンテンツの協働（コラボレーション）や磨き上げ等による観光コンテンツの質的向上へ取り組む事業 

●誘客に有効なメニューの創出等による観光コンテンツの開発へ取り組む事業 

 ※ただし、単発のイベントや物産等商品開発のみの事業は除きます。 

●対象となる経費････会場費、講師謝金、印刷・広告・宣伝費、通信・運搬費、消耗品費、旅費、 

その他補助事業の実施に必要な経費であると知事が認めるもの 

              ※人件費などの経常的な運営費や懇親会等の経費を除きます。 

●補助金額････‥‥上記経費の合計額から参加料収入や売上金等を差し引いた額の 2分の 1以内。 

上限 50万円。 

●補助金の支払････精算払を基本とします。 


